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寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 
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提案理由 

 国家公務員の給与に関する人事院からの勧告を踏まえ、新たな通勤手当を設けるた

め提案する。 

 

 



寒川町条例第 号 

 

寒川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

寒川町一般職の職員の給与に関する条例（昭和29年寒川町条例第4号）の一部を次

のように改正する。 

第9条第7項を同条第8項とし、同条第6項中「及び徒歩」を「、駐車場等及び徒歩」

に改め、同項を同条第7項とし、同条中第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項

の次に次の1項を加える。 

4 第1項第2号又は第3号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地

及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。以下第1号及び第7項におい

て「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例とするもの

（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の

各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で

1か月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

（寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

2 寒川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年寒川町条例

第15号）の一部を次のように改正する。 

第30条第2項中「第7項」を「第8項」に、「同条第4項」を「同条第5項」に改め

る。 



寒川 町 一般 職 の職 員 の給 与 に関 す る条 例 新旧 対 照表  

現行  改正 案  

（通 勤 手当 ）  （通 勤 手当 ）  

第 9条  （略 ）  第 9条  （略 ）  

2・ 3 （略 ）  2・ 3 （略 ）  

（加 え る）  4  第 1 項 第 2 号 又 は 第 3 号 に 掲 げ る 職 員

で 、 自 動 車 等 の 駐 車 の た め の 施 設 （ そ

の 所 在 地 及 び 利 用 形 態 が 規 則 で 定 め る

要 件 を 満 た す も の に 限 る 。 以 下 第 1号 及

び 第 7 項 に お い て 「 駐 車 場 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し 、 そ の 料 金 を 負 担 す る

こ と を 常 例 と す る も の （ 規 則 で 定 め る

職 員 を 除 く 。 ） の 通 勤 手 当 の 額 は 、 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 通 勤 手 当 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号

に定 め る額 と する 。  

（加 え る）  (1)  駐 車 場 等 に 係 る 通 勤 手 当  支 給 単

位 期 間 に つ き 、 5,000円 を 超 え な い 範

囲 内 で 1か 月 当 た り の 駐 車 場 等 の 料 金

に相 当 する 額 とし て 規則 で 定め る 額  

（加 え る）  (2)  前 号 に 掲 げ る 通 勤 手 当 以 外 の 通 勤

手当  前項 の 規定 に よる 額  

4 （ 略 ）  5 （ 略 ）  

5 （ 略 ）  6 （ 略 ）  

6  こ の 条 に お い て 「 支 給 単 位 期 間 」 と

は 、 通 勤 手 当 の 支 給 の 単 位 と な る 期 間

と し て 6か 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 1か 月

を 単 位 と し て 規 則 で 定 め る 期 間 （ 自 動

車 等 及 び 徒 歩 ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ に 係 る 通 勤 手

当に あ つて は 、 1か 月 ）を い う。  

7  こ の 条 に お い て 「 支 給 単 位 期 間 」 と

は 、 通 勤 手 当 の 支 給 の 単 位 と な る 期 間

と し て 6か 月 を 超 え な い 範 囲 内 で 1か 月

を 単 位 と し て 規 則 で 定 め る 期 間 （ 自 動

車 等 、 駐 車 場 等 及 び 徒 歩 に 係 る 通 勤 手

当に あ つて は 、 1か 月 ）を い う。  

7 （ 略 ）  8 （ 略 ）  

 

(附則 第 2項 関 係 ) 寒 川町 会 計年 度 任用 職 員の 給 与及 び 費用 弁 償に 関 する  

条例 新 旧対 照 表  

現行  改正 案  

（ パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 通

勤に 係 る費 用 弁償 ）  

（ パ ー ト タ イ ム 会 計 年 度 任 用 職 員 の 通

勤に 係 る費 用 弁償 ）  

第 30条  （ 略 ）  第 30条  （ 略 ）  

2  通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 額 （ そ の 支 給 の

単 位 と な る 一 定 の 期 間 に お け る 通 勤 の

回 数 が 少 な い 者 に つ い て の 減 額 の 措 置

2  通 勤 に 係 る 費 用 弁 償 の 額 （ そ の 支 給 の

単 位 と な る 一 定 の 期 間 に お け る 通 勤 の

回 数 が 少 な い 者 に つ い て の 減 額 の 措 置



を 含 む 。 ） 、 支 給 日 及 び 返 納 に つ い て

は 、 給 与 条 例 第 9条 第 3項 か ら 第 7項 ま で

の 規 定 の 例 に よ る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 第 3項 第 2号 中 「 支 給 単 位 期 間

に つ き 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 （ 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期 付 短

時 間 勤 務 職 員 の う ち 、 支 給 単 位 期 間 当

た り の 通 勤 回 数 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め

る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 か ら 、 そ の

額 に 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

を 減 じ た 額 ） 」 と あ る の は 、 「 寒 川 町

会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償

に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 寒 川 町 条 例 第

15号 ） 第 18条 第 2項 又 は 第 3項 に 規 定 す

る 会 計 年 度 任 用 職 員 に あ っ て は 、 一 の

通 勤 に つ き そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 を 21

で 除 し て 得 た 額 （ そ の 額 に 10円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 10円 に 切 り

上 げ た 額 ） 」 と 、 同 条 第 4項 中 「 支 給 単

位 期 間 に 係 る 最 初 の 月 の 規 則 で 定 め る

日 」 と あ る の は 、 「 規 則 で 定 め る 日 」

とす る 。  

を 含 む 。 ） 、 支 給 日 及 び 返 納 に つ い て

は 、 給 与 条 例 第 9条 第 3項 か ら 第 8項 ま で

の 規 定 の 例 に よ る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 同 条 第 3項 第 2号 中 「 支 給 単 位 期 間

に つ き 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 （ 定 年

前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 又 は 任 期 付 短

時 間 勤 務 職 員 の う ち 、 支 給 単 位 期 間 当

た り の 通 勤 回 数 を 考 慮 し て 規 則 で 定 め

る 職 員 に あ つ て は 、 そ の 額 か ら 、 そ の

額 に 規 則 で 定 め る 割 合 を 乗 じ て 得 た 額

を 減 じ た 額 ） 」 と あ る の は 、 「 寒 川 町

会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償

に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 寒 川 町 条 例 第

15号 ） 第 18条 第 2項 又 は 第 3項 に 規 定 す

る 会 計 年 度 任 用 職 員 に あ っ て は 、 一 の

通 勤 に つ き そ れ ぞ れ 次 に 定 め る 額 を 21

で 除 し て 得 た 額 （ そ の 額 に 10円 未 満 の

端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 10円 に 切 り

上 げ た 額 ） 」 と 、 同 条 第 5項 中 「 支 給 単

位 期 間 に 係 る 最 初 の 月 の 規 則 で 定 め る

日 」 と あ る の は 、 「 規 則 で 定 め る 日 」

とす る 。  

附  則  

（施 行 期日 ）  

1 こ の 条例 は 、 令 和 8年 4月 1日か ら 施行 す る。  

（寒 川 町会 計 年度 任 用職 員 の給 与 及び 費 用弁 償 に関 す る条 例 の一 部 改正 ）  

2  寒 川 町 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 与 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 令 和 元 年 寒 川 町 条 例

第 15号 ）の 一 部を 次 のよ う に改 正 する 。  

第 30条 第 2項 中 「 第 7項 」 を 「 第 8項 」 に 、 「 同 条 第 4項 」 を 「 同 条 第 5項 」 に 改 め

る。  

 


